
「ラベル表記の変更について」

当研究会取扱いの「臨床治験供給品：Hydrogen Oxygen Species Removal」につきまして、
以下の通りラベル表記の変更となります。

※成分など内容物につきましては変更はございません。

当研究会･会員医師のみが取扱いを行える臨床治験供給品として、市場における一般的な

サプリ商品との明確な区別を行うべきとのご指摘を受け、本対応となりました。
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